
がん検診等費用免除実施要領 

（目 的） 

第１条 この要領は、市民の健康増進を図ることを目的として市が実施する各種検診の検診費用

の免除について必要な事項を定めるものとする。 

（検診の種類） 

第２条 検診の種類は、次の表のとおりとする。 

検 診 名 

胃がん検診 子宮がん検診 

乳がん検診 肺がん検診 

大腸がん検診 前立腺がん検診 

骨粗しょう症検診 歯周病検診 

胃がんリスク検査  

（免除対象者） 

第３条 免除対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１） 当該年度に７０歳以上になる者（ただし、肺がん（結核）検診については６５歳以上にな

る者とする） 

（２） 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定による被保護世帯に属する者 

（３） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6

年法律第 30号）の規定による支援給付を受けている者 

（４） 市民税非課税世帯に属する者 

（実施方法） 

第４条 前条第２号から第４号に該当し、検診費用の免除を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、検診前にがん検診等費用免除申請書（様式第１号）に、免除対象者である

旨を証する書類（以下「証明書類」という。）を添えて市長に提出することにより行うも

のとする。ただし、世帯の課税状況を千葉市が調査、照会することを世帯全員が同意し、

承諾書を提出する場合は、証明書類の添付を省略することができる。 

 ２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、審査の結果検

診費用の免除を認める場合は、がん検診等費用免除申請受付簿（様式第２号）に記載し、

がん検診等受診券シールに「免除済」である旨を表示する。また、認めない場合はがん検

診等費用免除申請却下通知書（様式第３号）を申請者に交付するものとする。 

 ３ 契約医療機関は、前条第１号及び前項の規定により、検診費用を免除されたものについて

は、検診費用を徴収できない。 

 ４ 市長は、前項の規定により、受診者の検診費用を免除した場合は、契約医療機関に対して、

当該受診者分検診費用相当額を支払うものとする。 

（委任） 

第５条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。 

 

 附 則 

この要領は、平成２２年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日より施行する。 

 附 則 



この要領は、平成２６年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日より施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２９年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、令和 ２年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、令和 ３年４月１日より施行する。 

 


